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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】他の装置にデータを送信するために用いられる
認証情報の入力に関する操作性を向上させたデータ送信
装置及びその制御方法、並びにプログラムを提供する。
【解決手段】画像処理装置は、サーバにデータを送信す
るためのアドレス情報、プロトコル情報、データのファ
イル形式情報、及び、サーバがユーザを認証するための
第１の認証情報を少なくとも含む設定情報に基づいて、
データをサーバに送信し、ユーザの登録指示に基づいて
、アドレス情報、プロトコル情報、及び、データのファ
イル形式を示す情報を少なくとも含み、第１の認証情報
を含まない設定情報を登録し、ユーザが画像処理装置に
ログインすることでユーザのログイン情報に基づいて取
得した第２の認証情報と、ユーザからの登録指示に基づ
いて登録された設定情報に含まれる、アドレス情報、プ
ロトコル情報、及び、データのファイル形式情報とを、
送信処理を実行するための設定情報として設定する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバにデータを送信するデータ送信装置であって、
　前記サーバにデータを送信するためのアドレス情報、前記サーバにデータを送信するプ
ロトコルを示す情報、送信されるデータのファイル形式を示す情報、及び、前記サーバが
ユーザを認証するための第１の認証情報を少なくとも含む設定情報に基づいて、データを
前記サーバに送信する送信手段と、
　前記設定情報を登録するための登録指示をユーザから受け付ける登録指示受付手段と、
　前記登録指示に基づいて、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記
送信されるデータのファイル形式を示す情報を少なくとも含み、前記第１の認証情報を含
まない設定情報を登録する登録手段と、
　前記登録手段によって登録された設定情報を呼び出すための呼出指示をユーザから受け
付ける呼出指示受付手段と、
　前記ユーザが前記データ送信装置にログインすることで前記ユーザのログイン情報に基
づいて取得した第２の認証情報と、前記登録手段によって登録された前記設定情報に含ま
れる、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記送信されるデータのフ
ァイル形式を示す情報と、を前記送信手段が送信処理を実行するための設定情報として設
定する設定手段と、を有することを特徴とするデータ送信装置。
【請求項２】
　前記アドレス情報は、前記サーバのホスト名と前記サーバのフォルダ名であることを特
徴とする請求項１に記載のデータ送信装置。
【請求項３】
　前記登録手段によって登録されるアドレス情報は、新規宛先であることを特徴とする請
求項１又は２に記載のデータ送信装置。
【請求項４】
　前記プロトコルを示す情報は、ファックス送信を示すプロトコル、メール送信を示すプ
ロトコル、及びファイル送信を示すプロトコルのいずれかであることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項５】
　前記設定情報は、送信されるデータのファイル名を示す情報を含むことを特徴とする請
求項１乃至４のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項６】
　前記サーバはファイルサーバであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に
記載のデータ送信装置。
【請求項７】
　前記第１の認証情報と前記第２の認証情報はパスワードであることを特徴とする請求項
１乃至６のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項８】
　原稿の画像を読み取る読取手段を更に有し、
　前記送信手段は、前記読取手段で読み取られた画像から生成されたデータを前記サーバ
に送信することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項９】
　前記第１の認証情報が登録されないことを通知する通知手段を更に有することを特徴と
する請求項１乃至８のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１０】
　前記第１の認証情報を含まない設定情報を登録するか、前記第１の認証情報を含む設定
情報を登録するかを前記ユーザに問い合わせる問い合わせ手段を更に有することを特徴と
する請求項１乃至９のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１１】
　前記送信手段によりデータを送信する度に認証情報を前記ユーザから受け付ける設定が
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前記データ送信装置にされている場合に、前記登録手段は、前記登録指示に基づいて、前
記設定情報から前記第１の認証情報を削除して登録することを特徴とする請求項１乃至１
０のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１２】
　前記登録手段によって前記設定情報を登録する際に前記第１の認証情報としてユーザの
ログイン情報を保存する設定が前記データ送信装置にされている場合であっても、前記登
録手段は、前記設定情報から前記第１の認証情報を削除して登録することを特徴とする請
求項１乃至１１のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１３】
　前記呼出指示受付手段が前記呼出指示を受け付けることに応じて、前記設定手段は、前
記第２の認証情報を前記送信手段が送信処理を実行するための設定情報として設定するこ
とを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１４】
　サーバにデータを送信するデータ送信装置の制御方法であって、
　前記サーバにデータを送信するためのアドレス情報、前記サーバにデータを送信するプ
ロトコルを示す情報、送信されるデータのファイル形式を示す情報、及び、前記サーバが
ユーザを認証するための第１の認証情報を少なくとも含む設定情報に従って、データを前
記サーバに送信する送信ステップと、
　前記設定情報を登録するための登録指示をユーザから受け付ける登録指示受付ステップ
と、
　前記登録指示に基づいて、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記
送信されるデータのファイル形式を示す情報を少なくとも含み、前記第１の認証情報を含
まない設定情報を登録する登録ステップと、
　前記登録ステップで登録された設定情報を呼び出すための呼出指示をユーザから受け付
ける呼出指示受付ステップと、
　前記ユーザが前記データ送信装置にログインすることで前記ユーザのログイン情報に基
づいて取得した第２の認証情報と、前記登録ステップで登録された前記設定情報に含まれ
る前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記送信されるデータのファイ
ル形式を示す情報と、を前記送信ステップで送信処理を実行するための設定情報として設
定する設定ステップと、
　を有することを特徴とするデータ送信装置の制御方法。
【請求項１５】
　サーバにデータを送信するデータ送信装置の制御方法をコンピュータに実行させるため
のプログラムであって、
　前記データ送信装置の制御方法は、
　前記サーバにデータを送信するためのアドレス情報、前記サーバにデータを送信するプ
ロトコルを示す情報、送信されるデータのファイル形式を示す情報、及び、前記サーバが
ユーザを認証するための第１の認証情報を少なくとも含む設定情報に従って、データを前
記サーバに送信する送信ステップと、
　前記設定情報を登録するための登録指示をユーザから受け付ける登録指示受付ステップ
と、
　前記登録指示に基づいて、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記
送信されるデータのファイル形式を示す情報を少なくとも含み、前記第１の認証情報を含
まない設定情報を登録する登録ステップと、
　前記登録ステップで登録された設定情報を呼び出すための呼出指示をユーザから受け付
ける呼出指示受付ステップと、
　前記ユーザが前記データ送信装置にログインすることで前記ユーザのログイン情報に基
づいて取得した第２の認証情報と、前記登録ステップで登録された前記設定情報に含まれ
る、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記送信されるデータのファ
イル形式を示す情報と、を前記送信ステップで送信処理を実行するための設定情報として
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設定する設定ステップと、
　を有することを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ送信装置及びその制御方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コピー機能のみならず、ファクス機能、ネットワークスキャン機能、プリント機
能など、複数の機能を実行することが出来る複合機が広く使われるようになってきている
。通常、これら複合機は、タッチスクリーン機能を持つ操作パネルとハードキーを有する
操作部を備えており、ユーザは、操作パネル上に表示された機能一覧から所望の機能を呼
び出し、機器を操作する。
【０００３】
　また、セキュリティの確保や課金の為に、ユーザが機器を利用する際、ユーザ認証を要
求することも行われている。この場合、ユーザはタッチパネルまたはカード等を利用して
認証を行い、認証が成功すると、機器を使用可能となる。
【０００４】
　ここで、ユーザがネットワークスキャン機能を使用し、その送信先である他の装置がフ
ァイルサーバであった場合、ユーザは、送信宛先情報として、ファイルサーバのＩＰアド
レスまたはホスト名、送信先フォルダ、ログインするユーザ名、パスワードを指定する。
【０００５】
　読み取り解像度であれば、３００×３００ｄｐｉ、読み取りサイズはＡ４、ファイル形
式はＰＤＦ等所望のファイル形式を設定する。更に原稿を読み取る際のカラーモードや、
送信文書名等が設定されることもある。
【０００６】
　複合機は、これらの設定に従い原稿を読み込み、読み込んだ画像を指定された通信手段
を用いて、指定された宛先に送信する。
【０００７】
　このように、送信時に指定可能な設定は多岐に渡るため、ユーザの設定操作を簡便にし
たいという要望がある。
【０００８】
　前述したファイルサーバへの送信である場合、ファイルサーバにログインする認証情報
は、機器を操作しているユーザに紐づいている場合が多い。このため、ユーザが機器を使
用する際の認証に用いた認証情報を、ユーザに改めて入力させることなく、ファイルサー
バにログインする際の認証情報に用いることも行われている。
【０００９】
　また、ユーザが実行する送信処理は定型的なものであることも多く、一旦入力された送
信宛先や読み取り設定などの送信時の設定を、良く使う設定として機器に保存することも
行われている。ユーザは、保存内容を割り当てた所定のボタンを押下することで設定を呼
出すことが出来、これにより、ユーザの送信設定操作を容易になる。
【００１０】
　前述のファイルサーバへの送信設定をユーザが保存したければ、送信設定が完了した後
、操作パネルに表示されたメニューを操作し、送信設定を良く使う設定として、機器に保
存することが出来る。
【００１１】
　このような機器に保存してある設定が、呼び出し時に常に有効とは限らない。例えば、
パスワードに有効期限が設定されていて、呼び出し時にはファイルサーバへのパスワード
が、有効でない可能性もあり得る。このような時、ユーザが機器に保存してある設定を呼
び出し送信すると、送信エラーになってしまう。
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【００１２】
　そこで、ＩＤやパスワードを含めた認証情報を用いてアクセスする機能を有する認証情
報設定装置において、装置に保存している認証情報の有効期限が切れていた場合、再設定
する仕組みを設ける情報設定装置が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００１－１６７０５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、パスワードのような認証情報には、一定期間後に有効期限が切れるよう
なものだけでなく、機器を使用するユーザがログイン中のみ有効なものもある。そのよう
な認証情報は、機器に保存しても意味が無いだけでなく、セキュリティの観点からも好ま
しくない。
【００１５】
　一方、ユーザの設定操作を簡便にするためには、機器に保存された良く使う設定を呼び
出したとき、ユーザに改めて設定操作を行わせないことが求められる。例えば、認証情報
を良く使う設定に保存しなかった場合に、呼び出し時に毎回ユーザに入力を要求するよう
では、操作性の観点から好ましくない。
【００１６】
　本発明の目的は、他の装置にデータを送信するために用いられる認証情報の入力に関す
る操作性を向上させたデータ送信装置及びその制御方法、並びにプログラムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明におけるデータ送信装置は、サーバにデータを送信
するデータ送信装置であって、前記サーバにデータを送信するためのアドレス情報、前記
サーバにデータを送信するプロトコルを示す情報、送信されるデータのファイル形式を示
す情報、及び、前記サーバがユーザを認証するための第１の認証情報を少なくとも含む設
定情報に基づいて、データを前記サーバに送信する送信手段と、前記設定情報を登録する
ための登録指示をユーザから受け付ける登録指示受付手段と、前記登録指示に基づいて、
前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記送信されるデータのファイル
形式を示す情報を少なくとも含み、前記第１の認証情報を含まない設定情報を登録する登
録手段と、前記登録手段によって登録された設定情報を呼び出すための呼出指示をユーザ
から受け付ける呼出指示受付手段と、前記ユーザが前記データ送信装置にログインするこ
とで前記ユーザのログイン情報に基づいて取得した第２の認証情報と、前記登録手段によ
って登録された前記設定情報に含まれる、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報
、及び、前記送信されるデータのファイル形式を示す情報と、を前記送信手段が送信処理
を実行するための設定情報として設定する設定手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、他の装置にデータを送信するために用いられる認証情報の入力に関す
る操作性を向上させたデータ送信装置及びその制御方法、並びにプログラムを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像処理装置の概略構成を示す図である。
【図２】図１における画像処理装置のソフトウェア構成を示す図である。
【図３】本実施の形態が適用される画像処理システムを示す図である。
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【図４】図１における操作部に表示されるホーム画面の一例を示す図である。
【図５】図１における操作部に表示されるスキャン操作画面（その１）の一例を示す図で
ある。
【図６】図１における操作部に表示されるスキャン操作画面（その２）の一例を示す図で
ある。
【図７】図１における操作部に表示される良く使う設定画面の一例を示す図である。
【図８】図１におけるメモリ上の履歴に格納されている、良く使う設定情報の一例を示す
図である。
【図９】図１におけるＣＰＵにより実行される登録処理の手順を示すフローチャートであ
る。
【図１０】画面例を示す図であり、（Ａ）は削除保存画面の一例を示し、（Ｂ）は削除確
認画面の一例を示している。
【図１１】図１におけるＣＰＵにより実行される読み出し処理の手順を示すフローチャー
トである。
【図１２】宛先入力画面を示す図である。
【図１３】図１におけるＣＰＵにより実行される登録処理の手順を示すフローチャートで
ある。
【図１４】図１におけるＣＰＵにより実行される読み出し処理の手順を示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００２１】
　なお、本実施の形態では、本発明の実施の形態に係るデータ送信装置を、画像処理装置
に適用させた形態について説明する。
【００２２】
　　［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像処理装置の概略構成を示す図である。
【００２３】
　図１において、画像処理装置１００は、電子写真方式等の方式で記録紙上に画像を形成
する画像形成部１０１、画像処理装置１００を統御する制御部１０２を備えている。また
、画像処理装置１００は、ステイプル処理等の後処理を行うフィニッシャ１０３、原稿画
像を読取るスキャナ部１０４、各種のデータやコマンドを入力する操作部１０５を備えて
いる。
【００２４】
　さらに、画像処理装置１００は、ネットワークを介して画像データ送受信するネットワ
ークインタフェース１０６、ファクスデータ等を送受信のファクスインタフェース１０７
、及び機器を使用するユーザ認証を行うカードリーダ１１０も備えている。
【００２５】
　そして、これら画像形成部１０１、フィニッシャ１０３、スキャナ部１０４、操作部１
０５、ネットワークインタフェース１０６、ファクスインタフェース１０７は、それぞれ
専用インタフェースで制御部１０２に接続されている。
【００２６】
　また、制御部１０２は、ＣＰＵ（中央処理装置）１０８とメモリ（記憶手段）１０９と
により、その主要部が構成されている。
【００２７】
　メモリ１０９には、図９、図１１、図１３、図１４のフローチャートに対応する制御プ
ログラム、図４～７、図１０、図１２に示した設定ダイアログ・ボックス等の制御プログ
ラム、及び操作画面情報を記述したコンテンツ等が格納されている。
【００２８】
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　図２は、図１における画像処理装置１００のソフトウェア構成を示す図である。
【００２９】
　図２において、ＵＩ制御部２０１は、操作部１０５に操作画面を表示し、ユーザの操作
を受け付けるユーザインタフェース（ＵＩ）を制御する。スキャン制御部２０２は、スキ
ャナ部１０４を制御し、原稿画像を読み取る処理を制御する。
【００３０】
　送信制御部２０３は、スキャン制御部２０２が読み取った画像データを、ネットワーク
インタフェース１０６を用いてユーザが指定した宛先に送信する処理を制御する。ファク
ス制御部２０４は、ファクスインタフェース１０７を用いて、ファクスの送受信を制御す
る。
【００３１】
　ジョブ管理部２０５は、ＵＩ制御部２０１が受け付けたユーザの送信要求、及びその実
行状態を管理する。画像管理部２０６は、スキャナ部１０４で読み取った画像の管理情報
を管理する。送信設定管理部２０７は、ユーザの指示により、機器に保存または機器から
読み出す送信設定を管理する。
【００３２】
　図３は、本実施の形態が適用される画像処理システム３００を示す図である。
【００３３】
　図３において、上述した画像処理装置１００、サーバコンピュータ３０２、及び認証サ
ーバ３０３が示されている。
【００３４】
　サーバコンピュータ３０２は、原稿をスキャンした画像データを送信する他の装置に対
応する。このサーバコンピュータには、表示部３２１及び入力装置３２２が接続されてい
る。
【００３５】
　また、認証サーバ３０３は、画像処理装置１００、及びサーバコンピュータ３０２を使
用する際、ユーザ認証を司る。これらは、ネットワークインタフェースを介して、それぞ
れネットワークに接続されている。
【００３６】
　図４は、図１における操作部１０５に表示されるホーム画面の一例を示す図である。
【００３７】
　図４において、所望の処理を行う操作画面を呼び出すアプリケーション選択ボタン６０
１が表示されている。この例では、コピー機能、ネットワークスキャン機能、ファクス機
能、ボックス機能の各々の操作画面を呼び出す「コピー」ボタン６０６、「スキャン」ボ
タン６０７、「ファクス」ボタン６０８、「ボックス」ボタン６０９が表示されている。
【００３８】
　また、テンキー６０２、ジョブ開始を指示するスタートキー６０３が配置されている。
更に、機器の設定画面を呼び出す「設定・登録」画面呼び出しボタン６０４や、ジョブの
履歴・状況画面を呼び出す「履歴・状況」ボタン６０５も配置されている。
【００３９】
　図５は、図１における操作部１０５に表示されるスキャン操作画面（その１）の一例を
示す図である。
【００４０】
　図５のスキャン操作画面は、図４で示した「スキャン」ボタン６０７をユーザが押下す
ることで、操作部１０５に表示される。この図では、送信宛先を指定可能な宛先入力ボタ
ン７０１が表示されている。
【００４１】
　宛先の入力は、「アドレス帳」「ワンタッチ」「新規宛先」いずれの方法でも可能であ
る。送信設定ボタン７０２は、読み取り解像度、読み取りカラーモード等の送信設定を設
定するためのボタンである。応用設定ボタン７０３は、読み取り、送信時のさまざまな詳
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細設定を呼び出すためのボタンである。
【００４２】
　また、保存された送信設定を呼び出す「良く使う設定」ボタン７０４も表示されている
。
【００４３】
　このスキャン操作画面では、電子メール送信およびファイル送信が可能である。また、
機器の設定によっては、ファクス送信も可能である。
【００４４】
　図６は、図１における操作部１０５に表示されるスキャン操作画面（その２）の一例を
示す図である。
【００４５】
　図６のスキャン操作画面は、ユーザが送信宛先等、送信設定を行った場合の画面である
。
【００４６】
　図６において、ユーザが指定した送信宛先が送信宛先一覧リスト７１１に表示されてい
る。送信宛先の詳細を表示する詳細情報ボタン７１２も表示されている。送信設定ボタン
には設定値が反映され、ファイル形式ボタンのキャプションはＰＤＦ（ＯＣＲ）となって
いる。また、送信ファイル名等、応用設定がなされたことを示すために、応用設定ボタン
７０３は反転表示している。
【００４７】
　図７は、図１における操作部１０５に表示される良く使う設定画面の一例を示す図であ
る。
【００４８】
　この良く使う設定画面は、図４における「良く使う設定」ボタン７０４をユーザが押下
することで、操作部１０５に表示される。
【００４９】
　図７において、ユーザが登録した「良く使う設定」ボタン８０１、現在の送信設定を新
たに登録する登録ボタン８０２、及び既存のボタンの編集を行うボタン８０３が表示され
ている。なお、図７において、「良く使う設定」ボタン８０１は、「サーバ１共有１」、
「サーバ１報告書」、「Ｆａｘ本社週報」、及び「メール一斉通達」の各々のボタンを指
している。
【００５０】
　ユーザは、所望の「良く使う設定」ボタン８０１を押下することで、ボタンに紐づけら
れた設定情報を呼び出し、送信設定に反映することが出来る。また、登録ボタン８０２を
押下することで、送信設定を登録することが出来る。
【００５１】
　図８は、図１におけるメモリ１０９上の履歴に格納されている、良く使う設定情報（送
信設定情報）の一例を示す図である。
【００５２】
　よく使う設定情報は、宛先情報８１１、読み取り設定情報８１２、ファイル形式８１３
、及びその他８１４で構成される。
【００５３】
　宛先情報８１１は、送信するプロトコルに応じた情報である。この例では「ファイル」
となっていて、ファイル送信に必要な情報である。また、宛先情報８１１には、他の装置
での認証に用いられる認証情報としてのパスワードが含まれる。
【００５４】
　読み取り設定情報８１２は、サイズ及び解像度を示す情報であり、図８では、読み取り
サイズは「自動検知」、読み取り解像度３００ｘ３００ｄｐｉとなっている。
【００５５】
　ファイル形式８１３はファイルの形式を示し、図８では、高圧縮ＰＤＦ、そしてＯＣＲ
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を用いた形式を示している。その他８１４は、上記情報以外の情報であり、図８では、送
信ファイル名となっている。
【００５６】
　図９は、図１におけるＣＰＵ１０８により実行される登録処理の手順を示すフローチャ
ートである。
【００５７】
　図９の登録処理は、現在設定されている送信設定を良く使う設定に登録する処理を示し
ており、このプログラムはメモリ１０９に格納されている。
【００５８】
　図９において、ＵＩ制御部２０１で、ユーザによる保存要求を受け付ける（ステップＳ
４０１）。具体的には、ユーザがスキャン操作画面から、宛先入力ボタン７０１や送信設
定ボタン７０２等を操作し所望の送信設定を行った後、「良く使う設定」ボタン７０４を
押下して良く使う設定画面を開き、登録ボタン８０２を押下することで保存要求をするこ
とが出来る。
【００５９】
　次いで、保存要求された送信設定の設定値を確認する（ステップＳ４０２）。そして、
ＵＩ制御部２０１は、確認した設定値における送信設定に含まれる送信宛先が、ファイル
送信の新規宛先か否かを判別する（ステップＳ４０３）。
【００６０】
　ステップＳ４０３の判別の結果、新規宛先ではないとき（ステップＳ４０３でＮＯ）、
送信設定にはパスワードは含まれていないので、送信設定管理部２０７に処理を依頼し、
そのまま設定値を保存して（ステップＳ４０９）、本処理を終了する。
【００６１】
　具体的にＵＩ制御部２０１は、ステップＳ４０１で受け付けた送信設定の保存要求を送
信設定管理部２０７に渡す。そして、送信設定管理部２０７は、設定値をメモリ１０９の
所定の領域に保存する。
【００６２】
　一方、ステップＳ４０３の判別の結果、新規宛先のとき（ステップＳ４０３でＹＥＳ）
、送信設定にはパスワードは含まれており、これが永続的でない可能性がある。そこで、
ＵＩ制御部２０１は、ステップＳ４０１で受け付けた送信設定に含まれるパスワードに関
する属性情報を取得し（ステップＳ４０４）、ユーザが画像処理装置１００にログインし
たときに受け付けたパスワードをファイル送信時に要求されるパスワードに流量するか否
かを判別する（ステップＳ４０５）。
【００６３】
　すなわち、ファイル送信時に要求されるパスワードが画像処理装置１００にログインす
る際の認証に用いられるパスワードと同じパスワードであり、画像処理装置１００にログ
インする際に用いられるパスワードを流用する設定であるログイン情報連動の設定となっ
ているか否かを判別する。すなわち、メモリ１０９には、画像処理装置１００にログイン
する際に認証のために用いたパスワードが記憶されている。
【００６４】
　または、ファイルを送信する時にパスワードをユーザから受け付ける設定が画像処理装
置１００にされている場合は、Ｓ４０５でＮＯと判定されることになる。
【００６５】
　ステップＳ４０５でＹＥＳと判別されたとき、これを良く使う設定へ保存するか否かを
ユーザの判断に委ねるための削除保存選択画面を表示する（ステップＳ４０６）。すなわ
ち、ファイルの送信宛先とともにファイルの送信時に要求される認証情報を登録すること
を許可する。この削除保存選択画面の詳細は後述する。
【００６６】
　次いで、ユーザがパスワードの保存を選択したか否か判別する（ステップＳ４０７）。
ステップＳ４０７の判別の結果、パスワードの保存が選択されたとき（ステップＳ４０７
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でＹＥＳ）、パスワードを保存し、良く使う設定に保存するパスワード削除フラグをＯＦ
Ｆに設定し（ステップＳ４０８）、上記ステップＳ４０９に進む。
【００６７】
　一方、ステップＳ４０７の判別の結果、パスワードの保存が選択されなかったとき（ス
テップＳ４０７でＮＯ）、ＵＩ制御部２０１は、ステップＳ４０１で受け付けた送信設定
に含まれるパスワードを削除する（ステップＳ４１１）。
【００６８】
　そして、良く使う設定に保存するパスワード削除フラグをＯＮに設定し（ステップＳ４
１２）、上記ステップＳ４０９に進む。
【００６９】
　上記ステップＳ４０５でＮＯと判定された場合、このパスワードはユーザが画像処理装
置１００にログインしている間だけ有効な情報であり永続的ではないので、これを良く使
う設定へ保存することは好ましくない。
【００７０】
　そこで、ＵＩ制御部２０１は、ファイルの送信宛先とともに認証情報を登録することを
禁止するために、削除確認画面を表示し（ステップＳ４１０）、上記ステップＳ４１１に
進む。この削除確認画面の詳細は後述する。
【００７１】
　このように、良く使う設定に保存する送信設定にパスワードが含まれている場合、ログ
イン時に受け付けたパスワードをファイル送信時のパスワードとして流用する設定の有無
に応じて、適切に保存処理を行うことが可能となる。
【００７２】
　図１０は画面例を示す図であり、（Ａ）は削除保存画面の一例を示し、（Ｂ）は削除確
認画面の一例を示している。
【００７３】
　図１０において、削除保存画面には、「パスワード情報が含まれています。パスワード
情報を除いて登録しますか？」と示され、良く使う設定へ保存するか否かをユーザの判断
に委ねる画面となっている。
【００７４】
　また、削除確認画面には、「パスワード情報が含まれています。パスワード情報を除い
て登録します。」と示され、ユーザにパスワードを削除することを通知する画面となって
いる。なお、上記削除保存画面、及び削除確認画面は、ポップアップ画面として表示して
もよい。
【００７５】
　図１１は、図１におけるＣＰＵ１０８により実行される読み出し処理の手順を示すフロ
ーチャートである。
【００７６】
　図１１の読み出し処理は、良く使う設定に登録されている設定値を読み出す処理を示し
ており、このプログラムはメモリ１０９に格納されている。
【００７７】
　図１１において、ＵＩ制御部２０１で、ユーザによる読み出し要求を受け付ける（ステ
ップＳ４０１）。具体的には、ユーザは、良く使う設定画面に表示されている「良く使う
設定」ボタン８０１から、所望のボタンを押下することで、読み出し要求をすることがで
きる。
【００７８】
　次いで、ＵＩ制御部２０１は、受け付けた読み出し要求を、送信設定管理部２０７に渡
す。送信設定管理部２０７は、受け付けた良く使う設定に紐づいた送信設定を、メモリ１
０９の所定の保存領域から読み出す（ステップＳ５０２）。
【００７９】
　そして、ＵＩ制御部２０１は、読み出した送信設定に含まれる送信宛先が、ファイル送
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信の新規宛先か否か判別する（ステップＳ５０３）。
【００８０】
　ステップＳ５０３の判別の結果、送信宛先が新規宛先ではないとき（ステップＳ５０３
でＮＯ）、送信設定にはパスワードは含まれておらず、そのまま読み出して構わない。そ
こで、ＵＩ制御部２０１は、ステップＳ５０２で読み出した送信設定を、現在の送信設定
として設定し（ステップＳ５１０）、本処理を終了する。
【００８１】
　一方、ステップＳ５０３の判別の結果、送信宛先が新規宛先のとき（ステップＳ５０３
でＹＥＳ）、ＵＩ制御部２０１はステップＳ５０２で読み出した設定値に含まれるパスワ
ード削除フラグを確認し、フラグがＯＮであるか否か判別する（ステップＳ５０４）。
【００８２】
　ステップＳ５０４の判別の結果、フラグがＯＮではないとき（ステップＳ５０４でＮＯ
）、パスワードは削除されていないこととなる。
【００８３】
　そこで、ＵＩ制御部２０１は、ステップＳ５０２で読み出した設定値に含まれるユーザ
名、パスワードを送信宛先のユーザ名、パスワードに設定し（ステップＳ５０９）、上記
ステップＳ５１０に進む。
【００８４】
　一方、ステップＳ５０４の判別の結果、フラグがＯＮのとき（ステップＳ５０４でＹＥ
Ｓ）、パスワードは削除されていることとなる。そこで、ＵＩ制御部２０１で、機器の設
定を参照し、認証連動設定がなされているか否か判別する（ステップＳ５０５）。
【００８５】
　ステップＳ５０５の判別の結果、認証連動設定がなされているとき（ステップＳ５０５
でＹＥＳ）、ユーザ認証機能を用いて特定したユーザに紐づいた認証情報を、送信時の認
証情報に利用することが出来る。
【００８６】
　そこで、ＵＩ制御部２０１は、認証連動設定が、ログイン情報連動か否か判別する（ス
テップＳ５０６）。ステップＳ５０６の判別の結果、認証連動設定がログイン情報連動で
あったとき（ステップＳ５０６でＹＥＳ）、ユーザが機器を利用する際に用いた認証情報
を、送信時にも利用することができる。
【００８７】
　そこで、ユーザがカードリーダ１１０を用いて機器を利用する際に用いた認証情報であ
るログイン情報を参照し（ステップＳ５０７）、ユーザ名とパスワードを取得し（ステッ
プＳ５０８）、上記ステップＳ５０９に進む。
【００８８】
　一方、ステップＳ５０６の判別の結果、認証連動設定がログイン情報連動ではないとき
（ステップＳ５０６でＮＯ）、ユーザに紐づいた認証情報は、ユーザが鍵束に登録した情
報を利用することとなる。
【００８９】
　そこで、ＵＩ制御部２０１は、鍵束を参照することで（ステップＳ５１１）、ユーザ認
証機能を用いて特定したユーザに紐づいた認証情報を参照し、ユーザ名とパスワードを取
得し（ステップＳ５１２）、上記ステップＳ５０９に進む。すなわち、他の装置に再びデ
ータを送信する際に、認証情報が保存されていないときには、画像処理装置１００を操作
するユーザに紐づいた鍵束に登録された認証情報を送信設定情報に反映させる。
【００９０】
　上記ステップＳ５０５の判別の結果、認証連動設定がなされていないとき（ステップＳ
５０５でＮＯ）、機器に認証連動設定はなされていないこととなる。
【００９１】
　そこで、ＵＩ制御部２０１は、宛先入力画面を表示し、ユーザに入力を促す（ステップ
Ｓ５１３）。この宛先入力画面については後述する。
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【００９２】
　次いで、ＵＩ制御部２０１は、ユーザがパスワード入力フィールド１００４に入力した
パスワードを取得し（ステップＳ５１４）、上記ステップＳ５０９に進む。
【００９３】
　なお、図１１ではファイル宛先に含まれるパスワードについて説明したが、ファイル宛
先のパスワードに限らず、送信設定に含まれる他のパスワードに関しても適用出来る。例
えば、送信ファイル形式として、ファイル操作権限管理サーバから取得したファイル操作
権限を、ファイルに付加されるものを指定することも可能である。このとき、保存、また
は読み出しする送信設定に、ファイル操作権限管理サーバにアクセスするパスワードが含
まれる場合がある。
【００９４】
　この場合、ステップＳ４０３は、送信設定に、ファイル操作権限管理サーバにアクセス
するパスワードが含まれているか否かを判定するものとなる。また、ステップＳ５０３は
、読み出した送信設定に含まれるファイル形式が、ファイル操作権限付きのものであるか
否かを判定するものとなる。
【００９５】
　上述した図１１、及び図９の処理によれば、ファイル送信時に他の装置により要求され
る認証情報が、他の装置に再びデータを送信する際にも使用可能な認証情報である永続的
な情報であるか否かを判別する（ステップＳ４０５）。そして、認証情報が永続的な情報
であると判別されたとき、認証情報を保存する（ステップＳ４０８）。次いで、図１１で
説明するように、他の装置に再びデータを送信する際に、認証情報が保存されているとき
には、当該認証情報を送信設定情報に反映させる（ステップＳ５０９）。その結果、他の
装置にデータを送信するために用いられる認証情報の入力に関する操作性を向上させるこ
とができる。
【００９６】
　図１２は、宛先入力画面を示す図である。
【００９７】
　図１２に示される宛先入力画面は、ＵＩ制御部２０１が操作部１０５に表示するファイ
ル宛先入力画面の一例を示している。この画面では、ホスト名入力フィールド１００１、
フォルダ名入力フィールド１００２、ユーザ名入力フィールド１００３、パスワード入力
フィールド１００４が表示されている。そして、これらフィールドにユーザが入力するこ
ととなる。
【００９８】
　［第２の実施の形態］
　第２の実施の形態における画像処理装置の構成は、第１の実施の形態における画像処理
装置１００と同じであるので、説明を省略する。
【００９９】
　上述した第１の実施の形態では、パスワードが永続的か否かを、新規宛先のファイル送
信のパスワードの属性情報を参照して判断していた。一方、パスワードが常に変更される
ため、アドレス帳にファイル送信の宛先を登録する際、パスワードは都度入力であるとい
う指定をして登録することがある。
【０１００】
　ユーザが、送信先として、都度入力指定されたファイル送信宛先を指定すると、送信の
度にパスワードを入力が求められる。
【０１０１】
　良く使う設定に登録する送信宛先がこのような都度入力が必要な場合、そのパスワード
はやはり永続的では無い。
【０１０２】
　図１３は、図１におけるＣＰＵ１０８により実行される登録処理の手順を示すフローチ
ャートである。
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【０１０３】
　図１３の登録処理は、現在設定されている送信設定を良く使う設定に登録する処理を示
しており、このプログラムはメモリ１０９に格納されている。
【０１０４】
　図１３において、ＵＩ制御部２０１で、ユーザが指示した、送信設定の良く使う設定へ
の保存要求を受け付け（ステップＳ１１０１）、受け付けた保存要求がされた送信設定の
設定値を確認する（ステップＳ１１０２）。
【０１０５】
　次いで、ＵＩ制御部２０１は、確認した設定値における送信設定に含まれる送信宛先が
、ファイル送信のアドレス帳宛先か否か判別する（ステップＳ１１０３）。
【０１０６】
　ステップＳ１１０３の判別の結果、アドレス帳宛先ではないとき（ステップＳ１１０３
でＮＯ）、そのまま保存して構わないので、ＵＩ制御部２０１は、受け付けた保存要求で
の送信設定を送信設定管理部２０７に渡す。
【０１０７】
　そして、送信設定管理部２０７は、設定値をメモリ１０９上の所定の領域に保存し（ス
テップＳ１１０９）、本処理を終了する。
【０１０８】
　一方、ステップＳ１１０３の判別の結果、アドレス帳宛先のとき（ステップＳ１１０３
でＹＥＳ）、パスワード都度入力設定がされている可能性があり、パスワードが永続的で
ない可能性がある。
【０１０９】
　そこで、ＵＩ制御部２０１は、受け付けた保存要求での送信設定に含まれる送信宛先の
アドレス帳宛先の属性を取得し（ステップＳ１１０４）、パスワード都度入力が指定され
ているか否か判別する（ステップＳ１１０５）。
【０１１０】
　ステップＳ１１０５の判別の結果、パスワード都度入力が指定されていないとき（ステ
ップＳ１１０５でＮＯ）、このパスワードは永続的であり、上記ステップＳ１１０９に進
む。
【０１１１】
　一方、ステップＳ１１０５の判別の結果、パスワード都度入力が指定されているとき（
ステップＳ１１０５でＹＥＳ）、このパスワードは永続的ではなく、これを良く使う設定
へ保存することは好ましくない。
【０１１２】
　そこで、ＵＩ制御部２０１は、上述した図１０（Ｂ）に示した削除確認画面を表示して
、ユーザにパスワードを削除することを通知する（ステップＳ１１０６）。次いで、受け
付けた保存要求での送信設定に含まれる都度入力パスワードを削除し（ステップＳ１１０
７）、良く使う設定に保存するパスワード削除フラグをＯＮに設定し（ステップＳ１１０
８）、上記ステップＳ１１０９に進む。
【０１１３】
　第２の実施の形態における読み出し処理は、図１１のフローチャートにおけるステップ
Ｓ５０３で、読み出した送信設定に含まれる送信宛先が、ファイル送信のアドレス帳宛先
か否かを判別すること以外は、図１１と同じである。
【０１１４】
　［第３の実施の形態］
　第３の実施の形態における画像処理装置の構成は、第１の実施の形態における画像処理
装置１００と同じであるので、説明を省略する。
【０１１５】
　第１，２の実施の形態では、ファイル送信宛先を含んだ良く使う呼び出す際、機器の設
定に応じてユーザ名、パスワードは登録時の物ではなく、呼び出し時のものを設定してい
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た。
【０１１６】
　これを、ユーザ名、パスワードだけでなく、送信先ホスト名、フォルダ名も、呼び出し
時のものを設定することも考えられる。
【０１１７】
　例えば、セキュリティの観点から、機器の設定で、ファイル送信は個々のユーザに紐づ
いた特定のフォルダにしか送信できないという設定もあり得る。この場合は、ユーザに紐
づいた送信先ホスト名、フォルダ名も、ユーザがログインしている時のみ有効で、永続的
でないと考えられる。
【０１１８】
　図１４は、図１におけるＣＰＵ１０８により実行される読み出し処理の手順を示すフロ
ーチャートである。
【０１１９】
　図１４の読み出し処理は、現在設定されている送信設定を良く使う設定に登録する処理
を示しており、このプログラムはメモリ１０９に格納されている。
【０１２０】
　図１４において、ＵＩ制御部２０１で、ユーザによる読み出し要求を受け付ける（ステ
ップＳ１２０１）。具体的には、ユーザは、良く使う設定画面に表示されている「良く使
う設定」ボタン８０１から、所望のボタンを押下することで、読み出し要求をすることが
できる。
【０１２１】
　次いで、ＵＩ制御部２０１は、受け付けた読み出し要求を、送信設定管理部２０７に渡
す。送信設定管理部２０７は、受け付けた良く使う設定に紐づいた送信設定を、メモリ１
０９の所定の保存領域から読み出す（ステップＳ１２０２）。
【０１２２】
　次いで、ＵＩ制御部２０１は、ＵＩ制御部２０１で、機器の設定を参照し、ファイル送
信先は、ユーザに紐づいたマイフォルダ（MyFolder）に限定する設定がなされているか否
か判別する（ステップＳ１２０３）。
【０１２３】
　ステップＳ１２０３の判別の結果、マイフォルダに限定する設定がなされていないとき
（ステップＳ１２０３でＮＯ）、ＵＩ制御部２０１は機器の設定を参照する。そして、認
証連動設定を確認し（ステップＳ１２１１）、ユーザ名、パスワードを取得する（ステッ
プＳ１２１２）。
【０１２４】
　次いで、取得したユーザ名、パスワードを送信宛先に設定し（Ｓ１２１３）、ステップ
Ｓ１２０２で読み出した他の送信設定と共に、現在の送信設定として設定し（ステップＳ
１２０８）、本処理を終了する。
【０１２５】
　上述したＳ１２１１～Ｓ１２１３の処理の詳細は、図１１のフローチャートにおけるス
テップＳ５０５～ステップＳ５０９、ステップＳ５１１～ステップＳ５１４の処理である
。
【０１２６】
　ステップＳ１２０３の判別の結果、マイフォルダに限定する設定がなされているとき（
ステップＳ１２０３でＹＥＳ）、ＵＩ制御部２０１は機器の設定を参照する。そして、ユ
ーザに紐づくマイフォルダ情報が認証サーバで管理されているか否か判別する（ステップ
Ｓ１２０４）。
【０１２７】
　ステップＳ１２０４の判別の結果、マイフォルダに限定する設定がなされているとき（
ステップＳ１２０４でＹＥＳ）、ＵＩ制御部２０１は、ユーザが機器を操作する際の認証
時に得られたログイン情報を参照する（ステップＳ１２０５）。
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　そして、認証サーバで管理されているユーザに紐づくホスト名、フォルダ名および、ユ
ーザ名、パスワードを取得する（ステップＳ１２０６）。
【０１２９】
　次いで、送信宛先に、ステップＳ１２０６で取得したホスト名、フォルダ名、ユーザ名
、パスワードを設定し（ステップＳ１２０７）、上記ステップＳ１２０８に進む。
【０１３０】
　上記ステップＳ１２０４の判別の結果、マイフォルダに限定する設定がなされていない
とき（ステップＳ１２０４でＮＯ）、ＵＩ制御部２０１は、鍵束を参照する（ステップＳ
１２０９）。そして、ユーザが登録したユーザに紐づくホスト名、フォルダ名および、ユ
ーザ名、パスワードを取得し（ステップＳ１２１０）、上記ステップＳ１２０７に進む。
【０１３１】
　（他の実施の形態）
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
ＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラ
ム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【０１３２】
１００　画像処理装置
１０５　操作部
１０６　ネットワークＩ／Ｆ
１０８　ＣＰＵ
１０９　メモリ
１１０　カードリーダ
２０１　ＵＩ制御部
２０２　スキャン制御部
２０３　送信制御部
２０４　ファックス制御部
２０５　ジョブ管理部
２０６　画像管理部
２０７　送信設定管理部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月9日(2017.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明におけるデータ送信装置は、サーバにデータを送信
するデータ送信装置であって、前記サーバにデータを送信するためのアドレス情報、前記
サーバにデータを送信するプロトコルを示す情報、送信されるデータのファイル形式を示
す情報、及び、前記サーバがユーザを認証するための第１の認証情報を少なくとも入力す
る入力手段と、前記入力手段によって入力された、前記アドレス情報、前記プロトコルを
示す情報、及び、前記送信されるデータのファイル形式を示す情報を少なくとも含む設定
情報を登録する登録手段と、前記登録手段で登録された設定情報を呼び出すための呼出指
示をユーザから受け付ける呼出指示受付手段と、前記呼出指示受付手段によって呼出指示
を受け付けて前記登録手段によって登録された前記設定情報に含まれる、前記アドレス情
報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記送信されるデータのファイル形式を示す情報
を設定し、前記データ送信装置にログインしたユーザのログイン情報を用いて取得した第
２の認証情報を設定する設定手段と、を有することを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバにデータを送信するデータ送信装置であって、
　前記サーバにデータを送信するためのアドレス情報、前記サーバにデータを送信するプ
ロトコルを示す情報、送信されるデータのファイル形式を示す情報、及び、前記サーバが
ユーザを認証するための第１の認証情報を少なくとも入力する入力手段と、
　前記入力手段によって入力された、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及
び、前記送信されるデータのファイル形式を示す情報を少なくとも含む設定情報を登録す
る登録手段と、
　前記登録手段で登録された設定情報を呼び出すための呼出指示をユーザから受け付ける
呼出指示受付手段と、
　前記呼出指示受付手段によって呼出指示を受け付けて前記登録手段によって登録された
前記設定情報に含まれる、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記送
信されるデータのファイル形式を示す情報を設定し、前記データ送信装置にログインした
ユーザのログイン情報を用いて取得した第２の認証情報を設定する設定手段と、
　を有することを特徴とするデータ送信装置。
【請求項２】
　前記アドレス情報は、前記サーバのホスト名と前記サーバのフォルダ名であることを特
徴とする請求項１に記載のデータ送信装置。
【請求項３】
　前記登録手段によって登録されるアドレス情報は、新規宛先であることを特徴とする請
求項１又は２に記載のデータ送信装置。
【請求項４】
　前記プロトコルを示す情報は、ファックス送信を示すプロトコル、メール送信を示すプ
ロトコル、及びファイル送信を示すプロトコルのいずれかであることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項５】
　前記サーバはファイルサーバであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に
記載のデータ送信装置。
【請求項６】
　前記第１の認証情報と前記第２の認証情報はパスワードであることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項７】
　原稿の画像を読み取る読取手段を更に有し、
　前記読取手段で読み取られた画像から生成されたデータを前記サーバに送信することを
特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項８】
　前記第１の認証情報が登録されないことを通知する通知手段を更に有することを特徴と
する請求項１乃至７のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項９】
　前記第１の認証情報を含まない設定情報を登録するか、前記第１の認証情報を含む設定
情報を登録するかを前記ユーザに問い合わせる問い合わせ手段を更に有することを特徴と
する請求項１乃至８のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１０】
　データを送信する度に前記ユーザから認証情報を受け付ける設定が前記データ送信装置
にされている場合に、前記登録手段は、前記設定情報から前記第１の認証情報を削除して
登録することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１１】
　前記登録手段によって前記設定情報を登録する際に前記第１の認証情報としてユーザの
ログイン情報を保存する設定が前記データ送信装置にされている場合であっても、前記登
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録手段は、前記設定情報から前記第１の認証情報を削除して登録することを特徴とする請
求項１乃至１０のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１２】
　前記呼出指示受付手段が前記呼出指示を受け付けることで、前記設定手段は、前記第２
の認証情報を設定することを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のデータ
送信装置。
【請求項１３】
　前記ユーザのログイン情報と前記第２の認証情報とを関連付けて記憶した記憶手段を更
に有し、
　前記設定手段は、前記ユーザのログイン情報を用いて前記第２の認証情報を取得する際
に、前記記憶手段を用いることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のデ
ータ送信装置。
【請求項１４】
　前記ユーザは、前記データ送信装置にログインする際にカードリーダを使用することを
特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のデータ送信装置。
【請求項１５】
　前記設定手段は、前記呼出指示受付手段によって呼出指示を受け付けて前記第２の認証
情報を設定することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載のデータ送信装
置。
【請求項１６】
　サーバにデータを送信するデータ送信装置の制御方法であって、
　前記サーバにデータを送信するためのアドレス情報、前記サーバにデータを送信するプ
ロトコルを示す情報、送信されるデータのファイル形式を示す情報、及び、前記サーバが
ユーザを認証するための第１の認証情報を少なくとも入力する入力ステップと、
　前記入力ステップで入力された、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び
、前記送信されるデータのファイル形式を示す情報を少なくとも含む設定情報を登録する
登録ステップと、
　前記登録ステップで登録された設定情報を呼び出すための呼出指示をユーザから受け付
ける呼出指示受付ステップと、
　前記呼出指示受付ステップで呼出指示を受け付けて前記登録ステップで登録された前記
設定情報に含まれる前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記送信され
るデータのファイル形式を示す情報を設定し、前記データ送信装置にログインしたユーザ
のログイン情報を用いて取得した第２の認証情報を設定する設定ステップと、
　を有することを特徴とするデータ送信装置の制御方法。
【請求項１７】
　サーバにデータを送信するデータ送信装置の制御方法をコンピュータに実行させるため
のプログラムであって、
　前記データ送信装置の制御方法は、
　前記サーバにデータを送信するためのアドレス情報、前記サーバにデータを送信するプ
ロトコルを示す情報、送信されるデータのファイル形式を示す情報、及び、前記サーバが
ユーザを認証するための第１の認証情報を少なくとも入力する入力ステップと、
　前記入力ステップで入力された、前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び
、前記送信されるデータのファイル形式を示す情報を少なくとも含む設定情報を登録する
登録ステップと、
　前記登録ステップで登録された設定情報を呼び出すための呼出指示をユーザから受け付
ける呼出指示受付ステップと、
　前記呼出指示受付ステップで呼出指示を受け付けて前記登録ステップで登録された前記
設定情報に含まれる前記アドレス情報、前記プロトコルを示す情報、及び、前記送信され
るデータのファイル形式を示す情報を設定し、前記データ送信装置にログインしたユーザ
のログイン情報を用いて取得した第２の認証情報を設定する設定ステップと、
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　を有することを特徴とするプログラム。
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